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２ 中部構想区域 

（１）構想区域の医療・介護の現状と課題 

現状 課題 

ア 医療提供の状況 

１）病床の状況について 

○ 中部区域には病院が１０箇所、有床診療所が

８箇所あります。これらのうち、許可病床は

一般病床１，０１０床、療養病床３２１床、

計１，３３１床です。（精神科及び感染症病

床を除く。平成２８年４月現在。） 

○ 二次救急が８病院、三次救急は無く、療養病

床のみが１病院、精神科病床のみが１病院、

緩和ケア病床がある病院が１病院と機能分

化され、地域医療支援病院は指定されていま

せんが、病々連携と病診連携が進められてい

ます。 

 

２）病床機能について 

○ 平成３７年（２０２５年）の医療需要をみる

と、高度急性期・急性期・回復期・慢性期機

能のうち、急性期・回復期は増加が推計され

ています。 

○ 中部区域でできない高度な医療（例、心臓手

術や周産期医療）は全県一区の対応（三次医

療圏として、東部・西部で対応）となってい

ます。 

○ がんの医療では、中部区域の充足率が５６．

５％～７４．４％と低く、東部・西部へ患者

の一部（放射線治療、外来化学療法、がんリ

ハビリテーション）が流出しています。 

○ がん治療を含む在宅医療に対応可能な医療

機関、薬局、訪問看護ステーション等が不足

しています。 

○ 心筋梗塞・脳卒中については、中部区域で充

足しています。 

○ 地域療養移行の役割を担う回復期リハビリ

テーション病床は、中部区域は人口割でみる

と、県内東部・西部区域に比べ、比較的多い

状況です。 

 

３）療養病床入院患者の状況について 

○ 医療サービスが必要な療養病床入院患者が

在宅医療へ移行するために必要な訪問系医

療サービスや介護サービスが不足していま

す。 

○ また、生活困窮、単身、高齢者世帯などで療

養するための生活機能が乏しい世帯が増え、

在宅療養への移行が困難となっている状況

 

 

○ 中部区域の医療需要に対する医療の提供

は、ほぼ区域内で充足しています。今後、

後期高齢人口が更に増加することが推計

されている平成３７年（２０２５年）ま

での医療需要を踏まえた患者の受入れに

支障を生じない医療提供体制の構築が必

要です。 

 

 

 

 

 

 

○ 高度急性期機能やがんの専門医療につい

ては、三次医療圏として東部・西部区域

の医療機能に委ねており、今後も全県で

の機能分担による医療供給を必要として

います。 

○ がん治療を含む在宅医療に対応可能な医

療機関、薬局、訪問看護ステーション等

を増やすことが必要です。 

○ リハビリテーションは、急性期リハビリ

の強化に加え、高齢者の地域療養移行に

向けた効果的な慢性期リハビリも、今後

ますます重要性が増します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 入院医療から在宅医療等への円滑な移行

のためには、必要な訪問系医療サービス

や介護サービスを増やすことが重要で

す。 

○ 生活困窮、単身、高齢者世帯などの在宅

療養への移行のためには、在宅医療や在

宅介護だけでなく生活支援体制が必要で
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があります。 

 

 

 

 

４）流入・流出の状況について 

○ 構想区域での平成３７年（２０２５年）の医

療需要の流出入状況において、他県間で流入

又は流出している中部区域の医療需要は１

０人未満であり、県外の構想区域との医療需

要の調整は不要です。 

○ 高度医療の関係で、一部東部・西部区域への

流出があります。 

 

５）中山間地の状況について 

○ 救急搬送にかかる時間は県平均並みですが、

大山山麓に時間のかかる地域があります。 

○ 救急搬送分析では、他区域より新生児の搬送

に時間がかかっています。 

 

 

 

イ 在宅療養の状況 

１）在宅医療と医療連携の状況について 

○ 診療所が８７箇所、うち在宅療養支援診療所

が１１箇所、在宅訪問診療が可能な診療所が

３５箇所あり、市町及び中部医師会と連携し

て在宅医療が推進されています。 

○ 歯科診療所が４１箇所、うち在宅訪問診療が

可能な歯科診療所が２５箇所あり、市町及び

中部歯科医師会（地域歯科医療連携室）と連

携して在宅歯科医療が推進されています。 

 

２）医療・介護連携と地域包括ケアの状況につい

て 

○ 要介護（支援）認定者数の見込みでは平成２

６年度に比べて３７年度（２０１４～２０２

５年度）に１，２５５人（２０．４％）増加

する見込みです。 

○ ただし、要支援者に対するサービスは平成２

９年度末（２０１８年３月末）までに市町村

事業に移行されるため、見込み数は変わって

くるものと考えられます。平成３７年度（２

０２５年度）の見込数のうち要介護４・５は

平成２６年度と比べてそれぞれ３５０人（３

９．３％）、１３６人（２１．５％）増加す

る見込みです。 

○ 特別養護老人ホーム（広域型）や老人保健施

す。 

○ また、住民が区域の医療提供状況及び在

宅療養の可能性について知る機会を増や

す必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 救急搬送に時間がかかる地域では、ドク

ターヘリを含めた搬送時間の短縮に向け

た対策が必要です。 

○ 新生児に係る救急搬送体制の整備促進の

ため、関係医療機関と救急搬送機関の連

携強化が必要です。 

 

 

 

○ 医療が必要な方の在宅生活を支援するた

めに、２４時間のケアが対応可能な在宅

医療と訪問看護等の提供量の増加が必要

です。 

 

 

 

 

 

 

 

○ 区域の医療と介護の連携を進めるため

に、多職種が意見交換、課題共有、議論

するなど、目的に向かって協働を促進す

る機会を増やし、連携を強化していくこ

とが必要です。 

○ 介護が必要になっても、住みなれた地域

で健康状態を保ちながら暮らすために、

公助ばかりでなく、住民自らが助け合う

互助を進める必要があります。 

○ 今後「地域づくりしょいやの会」のよう

な多職種連携を行う機会を作ることが必

要です。 

○ 住み慣れた地域で療養を希望する方のた
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設等の施設系サービスの整備予定はなく、認

知症高齢者グループホームが３６人分の整

備予定があります。（第６期鳥取県介護保険

事業支援計画） 

○ 入所施設及び住居系施設等の要介護認定者

１人当たりの定員・室数をみると、中部区域

（０．４２）は県全体（０．３７）に比べて

多い状況です。 

○ 平成２６年８月現在で鳥取県が入所施設の

「待機者」としているのは、中部区域では５

２人（全県では４８０人）です。（平成２６

年８月１日鳥取県長寿社会課調べ） 

○ 中部医師会では、在宅医療連携拠点事業、認

知症かかりつけ医研修会、介護保険主治医研

修会、地域包括ケアシステム研修会等を実施

しています。 

○ 鳥取県介護支援専門員連絡協議会中部支部

では、様々な研修会や多職種との意見交換

会、ドクター＆ケアマネタイムの作成等に取

り組み努力してきました。 

○ 中部区域の市町では、平成３０年度までに生

活支援体制整備事業の開始を予定していま

す。また、１市４町は中部医師会と協働して

在宅医療・介護連携を推進するために準備を

進めています。 

○ 訪問看護ステーションは、中部区域に平成２

７年度末現在で７箇所設置されており、全て

２４時間対応です。 

○ 地域包括支援センターは９箇所あり、うち倉

吉市に５箇所、各町に１箇所ずつ設置されて

います。 

○ 多職種連携で構成され、地域の医療・介護連

携を進める上で重要な役割を果たしていた

「地域づくりしょいやの会」で、入院時の情

報提供ルールを作成しましたが、現在は休止

状態です。 

○ 住み慣れた地域で療養を希望する方のため

の社会資源が十分でない、又はあっても十分

知られていないために、住民はそれを選択で

きない現状があります。 

 

３）住民意識の状況について 

○ 住民が安心して住みなれた地域でいつまで

も元気に暮らすために住民主体で行う健康

づくり・介護予防を進める意識や仕組みが不

足しています。 

○ 死亡場所は、病院が８割弱、自宅が１割弱、

その他老人保健施設等が１割で推移してい

めの社会資源の充実と、住民への情報提

供が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 住民が主体的に日々の健康づくり・介護

予防を進め、健康寿命の延伸を図る必要

があります。 

○ 終末期医療のあり方について、住民や医

療・介護従事者等の情報共有や支援のあ

り方の検討が必要です。 
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ます。 

 

 

ウ 医療従事者の状況について 

【医師】 

○ 病院の医師数に関する調査結果をみると、中

部管内の充足率は他区域と比較して最も低

い値を示しています。区域内の動きをみると

医師数は前年より減少（１４３．２人→１４

０．６人）しており、必要数は１７９．３人

から１９３．３人に増え、充足率は７９．９％

から７２．７％に低下しています。（平成２

７年１月１日現在鳥取県医療政策課調べ） 

【看護師】 

○ 各区域で年々従事者数が増加し、特に病院、

介護保険施設等の増加率が高くなっていま

すが、需要数と供給数の差をみると全県で２

３８人の不足がみられます。（鳥取県第７次

看護職員需要見通し） 

○ 訪問看護ステーションに勤務する看護師数

の需要は１８１人で年々増加しています。中

部区域の看護師数をみると平成２４年は３

４人、平成２６年は４２人で東部・西部と比

較すると西部に次いで高い増加率です。（看

護職員業務従事者届） 

○ 看護師の不足数については、病院では全県で

１９７人、中部区域では５２人、不足してい

る病院は９病院です。（平成２６年度看護職

員異動状況調査結果概要） 

○ 中部管内での看護師・准看護師の養成は、こ

れまで鳥取県立倉吉総合看護専門学校、鳥取

県中部医師会附属倉吉看護高等専修学校で

行われてきましたが、平成２７年度から鳥取

看護大学が開学し、養成を始めました。 

【薬剤師】 

○ 薬剤師の需要状況を全県でみると、病院・薬

局合わせて早急な必要数は１０７人、将来的

な不足数は１２３人です。中部区域では４４

人が不足しており県下でも３５％を占める

状況です。そのうち病院の不足数は１４人、

薬局の不足数は３０人となっており、特に薬

局の不足数が多い状況です。（平成２６年１

０月１日現在鳥取県医療指導課調べ） 

【理学療法士等】 

○ 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の配置

数は全県で１，２６８人、中部区域は２４８

人で充足率は３職種とも８５％を超え、平均

９４．３％です。 

○ 在宅での看取りができる体制づくりが必

要です。 

 

 

 

○ 医師をはじめ、各医療職の人材確保のた

めの対策が必要です。また、在宅医療を

支え、介護サービスを充実させるために

も、介護職の人材確保も同時に必要です。 

○ 医療の最新知識や技術の習得と合わせ

て、在宅医療の知識や技術を備えた人材

育成が必要です。 

○ 鳥取看護大学には、看護師の養成ととも

に、現職者に対する専門知識・技術の向

上を図る専門機関として、看護師不足へ

の改善の一翼を担うことが期待されま

す。 
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○ 今後の採用予定数をみると、全県では平成２

７年度から２８年度までの２年間で２３９

人です。うち、中部区域は理学療法士２４人、

作業療法士１６人、言語聴覚士９人、計４９

人の採用予定で退職補充２６人、増員２３人

の予定です。（平成２７年９月１日現在鳥取

県医療政策課調べ） 

 

（２）目指すべき方向性（ビジョン） 

   中部区域の住民が必要なときに適切な医療を受け、高度急性期、急性期を脱した後は関係

医療機関の密接な連携の下、適切な医療を受け、希望に応じて早期に住み慣れた地域での療

養生活に移行できるよう在宅医療と医療・介護連携の充実を進めます。 

   これを実現するためには、県・市町・医師会・薬剤師会及び関係機関（注）の連携、協力が

重要であり医療機関の機能分化と連携、在宅医療の更なる推進、医療・介護を支える人材の

育成と確保を進めます。 

また、住民自身による健康づくりと介護予防、住民相互の支え合い等在宅医療と地域支援

に関する理解の促進を進めます。 

 

（注）医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、病院、診療所、介護支援専門員連絡協議会、訪問看護ス

テーション連絡協議会、保険者協議会、理学療法士会、作業療法士会、言語聴覚士協会、老人保健施設

協会、医療社会事業協会、消防局、市町、県 

 

（３）目指すべき医療提供体制及び実現のための施策 

【病床の機能の分化及び連携】 

課題 対策 

○ がん医療については、三次医療で対応する一

部の医療を除いては区域内で充実させるこ

とが望ましく、在宅医療に対応可能な医療機

関、薬局、訪問看護ステーション等を増やす

ことが必要です。 

○ リハビリテーションは、急性期リハビリの強

化に加え、高齢者の地域療養移行に向けた効

果的な慢性期リハビリも、今後ますます重要

性が増します。 

○ 入院医療から在宅医療等への円滑な移行の

ためには、必要な訪問系医療サービスや介護

サービスを増やすことが重要です。 

○ 医療が必要な方の在宅生活を支援するため

に、２４時間のケアが対応可能な在宅医療と

訪問看護等の提供量の増加が必要です。 

○ 生活困窮、単身、高齢者世帯などの在宅療養

への移行のための生活支援体制が必要です。 

○ 救急搬送に時間がかかる地域では、ドクター

ヘリを含めた搬送時間の短縮に向けた対策

が必要です。 

○ 新生児に係る救急搬送体制の整備促進のた

め、関係医療機関と救急搬送機関の連携強化

が必要です。 

○ 三次医療で対応する一部の医療は、東

部・西部で実施するものの、五大がんに

ついて住民の身近な場所で治療ができる

よう、対応可能な医療機関、薬局、訪問

看護ステーション等の整備に取り組みま

す。 

○ 病々連携、病診連携を推進し、かかりつ

け医、かかりつけ薬局、訪問看護ステー

ション等の役割分担と機能について明確

にしていきます。 

○ 住み慣れた地域での療養を希望する住民

が、できるだけ円滑に在宅生活へ移行で

きるよう、回復期病床や地域医療を担う

診療所を増やすなど、対応する医療機関

の整備について検討します。 

○ 入院中から各部門が連携してリハビリテ

ーションを推進し、自立支援を図ります。 

○ 医療・介護の整備を行い、これらの対策

が効果的に活用できるよう住民へ周知

し、適正な利用の推進を図ります。 

○ 大山山麓といった中山間地などでの救急

搬送体制の整備促進のため、ドクターヘ

リの整備が検討されており、併せて、関
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係医療機関と救急搬送機関の連携強化を

図ります。 

 

【在宅医療・介護の推進】 

課題 対策 

○ 区域の医療と介護の連携を進めるために、多

職種が意見交換、課題共有、議論するなど、

目的に向かって協働を促進する機会を増や

し、連携を強化していくことが必要です。 

○ 介護が必要になっても、住みなれた地域で健

康状態を保ちながら暮らすために、公助ばか

りでなく、住民自らが助け合う互助を進める

必要があります。 

○ 住み慣れた地域で療養を希望する方のため

の社会資源について、住民に情報提供が必要

です。 

○ 住民が区域の医療提供状況及び在宅療養の

可能性について知る機会を増やす必要があ

ります。 

○ 住民が主体的に日々の健康づくり・介護予防

を進め、健康寿命の延伸を図る必要がありま

す。 

○ 終末期医療のあり方について、住民や医療・

介護従事者等の情報共有や支援のあり方の

検討が必要です。 

○ 在宅での看取りができる体制づくりが必要

です。 

○ 今後「地域づくりしょいやの会」のような多

職種連携を行う機会を作ることが必要です。 

 

○ 在宅医療のニーズが増加する中、地域で

在宅療養患者を支える体制について、地

域医療構想調整会議等の場を活用して議

論を進めます。 

○ 医療・介護・福祉・行政・住民等による

意見交換を基に、医療・介護連携を進め、

地域包括ケアシステムの構築を推進する

ことにより在宅療養の充実を図るととも

に、住民への適切な情報提供を行います。 

○ 地域連携パスの効果的な運用を図りま

す。 

○ ２４時間のケアが対応可能な在宅医療や

訪問看護の提供、緊急時の後方支援の体

制整備を進めます。 

○ 通所及び訪問によるリハビリテーション

を推進し自立支援を図ります。 

○ 鳥取看護大学等が実施する「まちの保健

室」などと連携して、住民の主体的な健

康づくり・介護予防を進めます。 

○ 様々な機会をとらえて、歯と口腔のケア

や栄養管理の重要性について理解を図り

ます。歯と口腔のケアについては、中部

歯科医師会の地域歯科医療連携室が行っ

ている訪問歯科診療サービスの活用を推

進します。 

○ 市町で行われる地域ケア会議や医療・介

護・福祉・行政等の意見交換会など多職

種が一堂に会する「地域づくりしょいや

の会」のような場を活用して顔の見える

関係づくりを進め、研鑽の機会を増やし

ます。 

○ 終末期医療や在宅の看取りについての住

民への情報提供とともに、意識啓発を図

ります。 

 

【医療従事者等の養成・確保】 

課題 対策 

○ 医師をはじめ、各医療職の人材確保のための

対策が必要です。また、在宅医療を支え、介

護サービスを充実させるためにも、介護職の

人材確保も同時に必要です。 

○ 医療の最新知識や技術の習得と併せて、在宅

医療の知識や技術の習得ができる人材育成

○ 医師、歯科医師、薬剤師、看護職、リハ

ビリテーション関係職種や医療ソーシャ

ルワーカー等を対象とした研修等を推進

し、在宅医療への新たな参入や、在宅医

療と介護の連携に係る幅広い人材の育

成・確保を図ります。 
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が必要です。 

○ 平成２７年度から鳥取看護大学が開学し、看

護師の養成とともに、現職者に対する専門知

識・技術の向上を図る専門機関として、看護

師不足への改善の一翼を担うことが期待さ

れます。 

○ 医療・介護関係者及び鳥取看護大学など

とも連携して、専門性の向上のために研

鑚し、関係機関は所在する人的資源の質

の向上に努力します。 

○ また、各医療・介護関連団体は会員がそ

れぞれの能力の向上と機能を発揮できる

よう研修体制を構築します。 

 


